
総掲示第 64 号 

 

公 告         

 

 関税法施行令（昭和29年政令第150号）第 92条第２項及び輸入品に対する内国消費税の徴収

等に関する法律施行令（昭和 30年政令第100号）第 30条第２項の規定に基づき、税関官署の長

に委任する税関長の権限の範囲等について下記のとおり定め、令和８年６月１日から適用するこ

ととしたので、関税法施行令第92条第５項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

施行令第30条第５項の規定に基づき、公告する。 

 

  令和８年５月29日 

 

                        横浜税関長    内野 洋次郎 

 

記 

 

税関長権限委任規則（昭和43年達第12号）の一部を次のように改正する。 

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 対 照 表                    （下線部は改正部分） 

改 正 後         改 正 前         

○ 税関長権限委任規則（昭和43年達第12号） 
 

別表第１ 税関出張所等の長に対し一般的権限（関税令第92条第１項第２号に掲げる権限）

以外に委任するもの 

 

関税関係法令の

規定に基づく一般

的権限以外に委任

するもの 

 

税関出張所 税関支署出張所 

税 関 

支 署 

監視署 

 

宇

都

宮 

大

黒

埠

頭 

本

牧

埠

頭 

川

崎

外

郵 

石

巻 

気

仙

沼 

相

馬 

福

島

空

港 

日

立 

つ

く

ば 

茨

城

空

港 

船

橋

市

川 

木

更

津 

姉

崎 

銚

子 

三

崎 

１及び２ （省 略） 

３ 法第４章（保税

地域）中次に掲げる

規定に基づく権限 

                

⑴ 法第40条（指

定保税地域で

の貨物の取扱

い）の規定 

 ○ ○              

⑵ 法第 41 条の

２（指定保税地

域において貨

物を管理する

者の規則の定

め）の規定 

 ○ ○              

⑶ 法第 41 条の

５（指定保税地

域にある外国

貨物を管理す

る者の関税の

納付義務）の規

定 

 ○ ○              

○ 税関長権限委任規則（昭和43年達第12号） 
 

別表第１ 税関出張所等の長に対し一般的権限（関税令第92条第１項第２号に掲げる権限）

以外に委任するもの 

 

関税関係法令の

規定に基づく一般

的権限以外に委任

するもの 

 

税関出張所 税関支署出張所 

税 関 

支 署 

監視署 

 

宇

都

宮 

大

黒

埠

頭 

本

牧

埠

頭 

川

崎

外

郵 

石

巻 

気

仙

沼 

相

馬 
福

島

空

港 
日

立 

つ

く

ば 

茨

城

空

港 

船

橋

市

川 

木

更

津 

姉

崎 

銚

子 

三

崎 

１及び２ （同 左） 

３ 法第４章（保税

地域）中次に掲げる

規定に基づく権限 

                

⑴ 法第40条（指

定保税地域で

の貨物の取扱

い）の規定 

 ○ ○              

（新 設） 

⑵ 法第 41 条の

３（指定保税地

域にある外国

貨物を管理す

る者の関税の

納付義務）の規

定 

 ○ ○              

別紙 



 

改 正 後         改 正 前         

⑷ 上記⑴～⑶

以外の規定。 

ただし、下記の

規定を除く。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

イ～ハ （省 略） 

４～13 （省 略） 

注１ （省 略） 

注２ 別表第１及び別表第２における関係法律の略称は、それぞれ次による。 

⑴～⑻ （省 略） 

 
別表第２ （省 略） 

⑶ 上記⑴及び

⑵以外の規定。 

ただし、下記の

規定を除く。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

イ～ハ （同 左） 

４～13 （同 左） 

注１ （同 左） 

注２ 別表第２及び別表第３における関係法律の略称は、それぞれ次による。 

⑴～⑻ （同 左） 

 
別表第２ （同 左） 

 

 

 


